
緑・芸術文化活動支援事業補助金交付要綱 
 

制  定 平成 21 年４月１日緑地振第 342 号（区長決裁） 
最近改正 令和 ８年６月１日緑地振第 345 号（区長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、緑・芸術文化活動支援事業実施要綱（平成 21 年 4 月 1 日緑地振第 338 号。

以下「実施要綱」という。）に規定する緑・芸術文化活動支援事業を実施する団体に対して交付

する緑・芸術文化活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）について必要な事項を定める。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則 

 第 139 号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。 

 

（対象事業） 

第３条 補助金の交付対象事業は、実施要綱第 11 条第１項各号に規定する事業とする。 

 

（補助事業者等及び交付金額） 

第４条 この要綱における補助事業者等は、別表１のとおりとする。 

２ 補助金の交付金額は、別表１に定める額を上限とする。 

 

（対象経費） 

第５条 この要綱において、補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）会員以外への出演料 

（２）会員以外の協力者（講師等）への謝礼 

（３）本番会場及び物品の利用料。ただし、事前会議等の会議室利用料は除く。 

（４）印刷費（チラシ、プログラム等） 

（５）通信運搬費。ただし、電話、Ｅメール、ＦＡＸ及びインターネット利用料（クラウド、ホー

ムぺージ利用料等含む）は除く。 

（６）保険料 

（７）材料費及び事務用の消耗品費 

（８）会場設営等の事業の実施に係る委託料 

（９）手数料（チケット販売手数料、広告掲載料等） 

（10）著作権使用料 

（11）その他、区長が必要と認める経費 

 

（交付申請） 

第６条 補助金規則第５条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請書の提出期日は、 

 緑・芸術文化活動支援事業を実施する２１日前までとする。 

２ 補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとするものが提出する書類は、 

 緑・芸術文化活動支援事業補助金交付申請書（第１号様式）を用いなければならない。 

３ 補助金規則第５条第２項第１号及び第３号の規定により補助金交付申請書に添付する書類は、



実施要綱第６条第２項第１号及び第２号に定める書類とする。 

４ 実施要綱第６条第２項第２号に基づく書類には、補助事業等の経費のうち補助金等によって

賄われる部分以外の部分がある場合には、その負担者、負担額及び負担方法を記載しなければ

ならない。 

５ 補助金規則第５条第２項第５号の規定により区長が必要と認める補助金交付申請書への添付 

 書類は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）直近年の事業報告書など団体の活動、事業の内容が分かるもの 

（２）直近年の収支決算書など団体の運営、活動経費及び事業経費の収支内容が分かるもの 

（３）団体の規約、会則その他これらに類する書類 

６ 補助金規則第５条第３項の規定により区長が補助金交付申請書への記載を省略させることが 

 できる事項は、補助金規則第５条第１項第３号に規定する事項（補助金事業等の経費の配分及 

 び使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画）及び第４号 

 後段に規定する事項（交付を受けようとする補助金等の算出の基礎）とする。 

７ 補助金規則第５条第３項の規定により区長が補助金交付申請書への添付を省略させることが 

 できる書類は、補助金規則第５条第２項第２号に規定する書類（補助金等の交付の申請時に 

 おける補助金等の交付を受けようとする者の資産及び負債に関する事項を記載した書類）及び 

 第４号に規定する書類（補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の 

 負担者、負担額及び負担方法を記載した書類）とする。 

 

（交付決定通知） 

第７条 補助金規則第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定通知は、緑・芸術文

化活動支援事業補助金不交付決定通知書（第２号様式）により行うものとする。 

２ 補助金規則第８条の規定による補助金交付決定通知書は、緑・芸術文化活動支援事業補助金

交付決定通知書（第３号様式）により行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条 補助金規則第７条第４号の規定による区長が補助金の交付の目的を達成するために必要 

 と認めて付する条件は、実施要綱の各規定を遵守することとする。 

 

（申請の取下げの期日） 

第９条 補助金規則第９条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、 

 申請者が決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10 日以内の日とする。 

 

（実績報告） 

第 10 条 補助金規則第 14 条第１項第１号及び第２号前段の規定により補助事業者等が区長への 

 報告に用いる書類は、実施要綱第 17 条に基づく書類とする。 

２ 補助金規則第 14 条第４項の規定により区長が報告を省略させることができる書類は、補助金 

 規則第 14 条第１項第３号に規定する書類（補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の 

 決定に係る市の会計年度が終了したときにおける補助事業者等の資産及び負債に関する事項を 

 記載した書類）とする。 

 

 



（補助金額の確定通知） 

第 11 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額確定の通知は、緑・芸術文化活動支援事業補

助金額確定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 

（補助金交付の時期の例外） 

第 12 条 補助金規則第 17 条の規定により市長が補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を

交付することができる場合は、補助事業者等の資金状況を勘案し、補助事業の完了前に補助金

を交付しなければ、補助事業等を実施できない場合とする。  

２ 前項の規定により補助金を交付する場合は、概算払とする。 

３ 第１項の規定により補助金の交付を受けた場合は、精算を行い、余剰金については返還しなけ

ればならない。 

 

（補助金交付の請求） 

第 13 条 補助金規則第 18 条第１項の規定による補助金の交付の請求は、緑・芸術文化活動支援

事業補助金請求書（第５号様式）により行わなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第 14 条 補助金規則第 19 条に規定するほか、実施要綱第 18 条の規定に基づき参加事業の決定を

取り消した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 

（入札又は見積書の徴収の例外） 

第 15 条 補助金規則第 24 条ただし書きに規定する市内事業者によらない場合及び入札又は２ 

 以上の者からの見積書の徴収を行わない場合は、補助事業者等が出演者を特定して出演等に 

 関する契約を行う場合とする。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 16 条 補助金規則第 26 条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、５年とする。 

 

（申請書類等の閲覧） 

第 17 条 補助事業者等及び区長は、横浜市市民協働条例（平成 24 年 6 月横浜市条例第 34 号） 

第７条第４項の定めるところにより、本補助金交付要綱第６条及び第 10 条により提出された

書類（領収等経費の支出を証する書類を除く。）又はその写しを一般の閲覧に供さなければな

らない。 

２ 閲覧方法については、横浜市市民協働条例施行規則（平成 25 年 2 月横浜市規則第 15 号） 

 第４条の規定に基づき、別表２のとおりに行うものとする。 

 

（委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は区長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度の予算に係る補助金から適用 



 する。 

（緑芸術・文化振興事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 緑芸術・文化振興事業補助金交付要綱は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年９月１９日から施行する｡ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の予算に係る補助金から適用 

 する。 

（経過措置） 

２  平成２５年度については、「横浜市市民活動推進条例（平成 12 年 3 月横浜市条例第 26 号） 

 第 12 条第４項」と記載された様式が提出された場合は、「横浜市市民協働条例（平成 24 年 6 月 

 横浜市条例第 34 号）第７条第４項」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年 4 月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 4 月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の緑・芸術祭事業補助金交付要綱の規定により実施が決定

した事業については、実績報告において改正前の様式書類を使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の緑・芸術祭事業補助金交付要綱の規定により実施が決定

した事業については、実績報告において改正前の様式書類を使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支

援事業については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用するこ

とができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月 31 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支

援事業については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用するこ

とができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支

援事業については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用するこ

とができる。 

 



別表１（第４条） 

対 象 事 業 補助事業者等 補助上限金額 

実施要綱第 11 条第１項に規定す

る事業 

参加決定を受けた事業を

主催する団体 

緑区の予算の範囲内で一事業につ

き、補助対象経費の２分の１（端数

が生じた場合は 1,000 円未満を切

り捨てる。）を上限とし、かつ

150,000 円を上回らない金額 

 

 
 
別表２（第 17 条第２項） 
 

補助事業者等 区長 

閲覧場所 
主たる事務所の所在地又は代表者の住所

その他補助事業者等が指定する場所 
緑区役所総務部地域振興課 

閲覧時間 補助事業者等が指定する時間 

月曜日から金曜日までの午前８時４５分

から正午及び午後１時から午後５時ま

で。ただし、横浜市の休日を定める条例

（平成３年１２月横浜市条例第５４号）

で規定する休日を除く。 

閲覧期間 

横浜市市民協働条例施行規則第３条第１項第１号及び第２号に掲げる書類にあって

は助成金の交付を受け、又は施設を優先的に使用する日から、同条第２項第１号及び

第２号に掲げる書類にあっては当該書類を区長に提出した日からそれぞれ２年間と

する。 

 

 



（第１号様式）

団体名

所在地又は住所

代表者氏名

氏名

住所

電話番号

Eメール（任意）

【添付書類】

（１）事業計画書　　　（緑・芸術文化活動支援事業実施要綱 第２号様式）

（２）収支予算書　　　（緑・芸術文化活動支援事業実施要綱 第３号様式）

（３）直近年の事業報告書など団体の活動、事業の内容が分かるもの

（４）直近年の収支決算書など団体の運営、活動経費及び事業経費の収支内容が分かるもの

（５）団体の規約、会則その他これらに類する書類

事業の名称

(注意)添付書類の記載の中に、次に関することを必ず入れてください。
　　・補助事業の経費の配分及び使用方法、補助事業の完了の予定時期その他補助事業等の遂行に関する計画
　　・交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

＊この書類及び下記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなけれ
ばなりません。

￥　　　　　　　　　　　　　．－交付申請額

交付申請理由

緑・芸術文化活動支援事業補助金交付申請書

横浜市緑区長

　　　　　　年　　月　　日

　緑・芸術文化活動支援事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。なお、補助金の交付
を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月30日横浜市規則第139号）及
び緑・芸術文化活動支援事業補助金交付要綱を遵守します。

（連絡責任者）

〒

　〒　　　　-

事業の目的及び内容



（第２号様式）

様

〔担当〕

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

第　　　号

不交付決定理由

緑・芸術文化活動支援事業補助金不交付決定通知書

　　年　　月　　日

横浜市緑区長

　　　　年　　　月　　　日に申請のありました緑・芸術文化活動支援事業補助金については、交付しない
ことに決定したので通知します。



（第３号様式）

様

交付時期 支払方法

提出する必要があります。

＊この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

担当：

(４)概算払の場合は、用件が終了した日の翌日から起算して30日以内に概算払精算書を

￥　　　　　　　　　　．－

収支決算書には領収書又はその写しを添付してください。ただし、金額が100,000円

1,000,000円以上の補助事業等に係る工事の請負、物品の購入、業務の委託等の入
また、補助金規則第24条の規定に基づき市内事業者から徴収した、１件の金額が

省略することができます。
電話使用料及び通話料、水道料金（下水道使用料を含む。）の領収書については、
未満のものに係る領収書並びに電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用

　　第10号様式）を提出してください。

(１)緑・芸術文化活動支援事業実施要綱の各規定を遵守してください。

(２)補助金は、申請した事業の経費のみに使用してください。

(３)事業終了後速やかに事業実績報告書（実施要綱第９号様式）及び収支決算書（実施要綱

(３)実施要綱第18条の規定に基づき参加事業の決定を取り消した場合は、補助金の交付の

　　エ　補助金規則第24条の規定に違反したとき。

　　ウ　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

　　イ　補助金を他の用途へ使用したとき。

(２)貴団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部

(７)次の場合は、補助金を返還していただきます。

　　ときは、あらかじめ区長の承認を受けてください。

(４)補助金交付申請内容（団体名、所在地、代表者、連絡先を除く）の変更をしようとする

　　してください。

(１)補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等

(６)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

　　　 交付されているとき。

FAX：　　　　　　　　

留意事項

札結果が分かる書類又は２人以上の見積書の写し及び当該事業者が市内事業者で
あることを証する書類又はその写しについても添付してください。交付条件

　　ア　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

　　を取り消すことがあります。

　　合は、速やかに区長に報告し、その指示を受けてください。

(５)補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ区長の承認を受けてください。

　　　　したとき。

　　オ　その他法令、条例又は補助金規則の規定に基づき区長が行った指示に違反

　　イ　交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

　　決定の全部又は一部を取り消します。

　年　　　月　　　日に申請のありました緑・芸術文化活動支援事業補助金を次のとおり交付します。

第　　　号

TEL：　　　　　　　　

緑・芸術文化活動支援事業補助金交付決定通知書

年　　月　　日

横浜市緑区長

交付金額

交付決定理由

　　　 に係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

　　ア　補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業等の当該取り消し

　　並びに入札の結果が分かる書類及び徴収した見積書の写しを整備し、５年間保管



（第４号様式）

様

補助金交付確定額

〔担当〕

FAX：　　　　　　　　

　　　　　年　　　　月　　　　日に申請のありました、緑・芸術文化活動支援事業補助金について
は、次のとおり交付額を確定しましたので通知します。

　　　￥　　　　　　　　　　　　　．－　　

TEL：　　　　　　　　

第　　　号

横浜市緑区長

緑・芸術文化活動支援事業補助金額確定通知書

年　　月　　日



（第５号様式）

　（請求先）

団体名

所在地又は住所

代表者氏名

団体名

代表者氏名 ㊞

（受任者）団体名

代表者氏名

②【申立欄】

【留意事項】

　請求委任や受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略できます。

印　　　

（１）　普　　通　　　　　　　　　　　　（２）当　　座

　銀　　行　　　　　　　　　支　　店

　緑・芸術文化活動支援事業補助金を次のとおり請求します。

１　請求金額

　　￥              ．－

２　振込先

金融機関名

フリガナ

預金種目

口座番号

緑・芸術文化活動支援事業補助金請求書

　横浜市緑区長

年　　 　月 　　　日

〒

＊確認書類とは、通帳写し、法人組織図等、当該口座が債権者の口座であり、支払の効果が
   債権者に帰属することが確認できる書類をいう。

口座名義人

※振込先は、原則として債権者（団体）の口座を記載してください。団体名が含まれない個人口座を
　 指定する場合は、原則として委任状が必要です。

※債権者と異なる団体または個人の口座へ振込を希望する場合は、下記の【受領委任状】に
　 必要事項を記入し、委任者の押印をしてください。なお、請求書の押印は省略できません。→①へ

※債権者名と口座名義が異なる場合でも、当該口座が団体活動専用であることが確認できる場合は、
　 【申立欄】にチェックのうえ、確認書類(＊)をご提出ください。→②へ

【委任者】住　所

①【受領委任状】

　緑・芸術文化活動支援事業補助金の受領については次の受取人に委任しますので、
上記口座にお振込みください。

□　上記口座は、債権者と同一法人の口座であることに相違ありません。
□　上記口座は、債権者である団体で使用している口座であることに相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※個人の場合は住所、氏名のみ記入してください。

【受取人】住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　※受取人（受任者）の押印は不要です。
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